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  朝日新聞の「声」投書には「富裕層の増税、庶民減税を検討して」・「疲弊した庶民に過酷、消費税」と増税に

批判的な投書もある。一方では「破綻を防ぐには負担増必至」・在日スウェ－デン人は「税金安いけどうらやま

ない」と、国民の公共サ－ビスの要求度合いを強める国民、迎合する政治に終止符をうち国民も応分の負担増に

応じて財政再建に向かうべきとの主張する層もある。3） 

 菅総理は消費税率の引き上げの議論を提案して引き上げ率を自民党提案 10％は参考になると相乗りした。自民

党も 10％までの引き上げを公約して参議院議員選挙を戦った。2 大政党が消費税率値上げを有権者に提案してい

る。有権者の答えはどうだったのだろうか。結果的には多くの支持は得られなかった。 

 ここでは財政健全化をどうするかと言う事でなく、私たちが支払っている税金は一般会計の歳出に占める割合

が世界水準からみると非常に低い。そこで税金の状況とそこにある課題を掘り起こして、税金の現状（健康保険・

介護保険等は除く）を確認するものである。 

 

 

1 財政の中での税金 

 
 財務省の 2010 年 1 月発行の「我が国の財政事情」4）による資料から財政状況を分析し税金の状況を確認する

ことにする。 

 

１－１） 公債の現状 

 

表１－１－１は 2010 年度一般会計予算と債務の状況、図１－１－1 は一般会計税収・歳出額及び公債発行額

の年推移、図１－１－２は公債発行額と公債依存度の推移、図１－１－３は公債残高の累増、図１－１－４は一

般会計歳出に占める主要経費割合の推移、図１－１－５は一般会計の主要経費別歳出額の推移である。 

 表及び各図に示されているように 2009 年度補正予算・2010 年度当初予算で税収が公債金を下回るのは敗戦次

年度 1946 年度以来である。常識的に考えると異常で、普通の会計だと破綻していても不思議でない状況である。

対 GDP 比国及び地方の長期債務残高は 2010 年度末（当初予算）で国 637 億円、地方 225 億円で合計 862 億円

にもなり 181％にもなるとされている。 

 一般会計歳出額は年々増加している（図１－1－１、図１－１－4、図１－１－５）。この 10 年で歳出額の著し

い経費は社会保障関係費である。今後も高齢少子化時代に対応するために総額・占有率も上昇傾向は続くのは避

けられないのは確実であろう。社会保障経費を担うために公債額の発行は増加の一途をたどり国債費も増加は止

まらない。経済成長率の低下ないしマイナス等で税収は 1990 年度 60 兆円をピ－クに減少し、昨年度は 37 兆円

弱で今年度予算では 37.4 兆円である（表１－１－１、図１－１－１）。 

 GDP の約 2 倍もの借金で今我々は公共サ－ビスを受けている。それでも国民からのサ－ビスの要求にはおう

じられていない、国民の一部層では不満が充満している。借金は返済しなければならない。この返済の担い手は

国民である。しかも後世の国民である。現在のわれわれはこれでいいのであろうか。また、公債のほとんどは国

民の金融資産で賄っているから、国、国民の財布間の資金の移動に過ぎないから深刻に考える必要はない、と云

う主張もある。しかし、今後財務省は公債の消化が国内だけでは困難になる可能性も示唆しているようで外国に

も国債の売り込みを図っている。 
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１－２）国民の負担率 
 

 国民は税金、社会保険税・料を支払い公共サ－ビスをうけている。国民が負担している税金等の国民所得に対

する比率が国民負担率である。高齢化・少子化にともない社会全体でケア－することにより社会保障の経費は

年々増加してきたし今後まだ増加傾向は続くのは必然である（図１－２－１）。日本経済の成長率が停滞して税

収が増加しないばかりでなく減少している昨今の国の財政を維持するために大量な公債を発行する時代になり

財政赤字が増加した。この状況のなか（1996 年 12 月財政制度審議会で）潜在的な国民負担率という概念が提出

され現在では政策決定にはますます重要な数値とされている。 

国民の負担率＝租税負担率+社会保障負担率 

潜在的な国民の負担率＝租税負担率+社会保障負担率+財政赤字率   

 
図１－２－１ 国民負担率の年推移   （単位：％）  
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1997 年 12 月施行、98 年 12 月停止した財政構造改革法で潜在的な国民負担率を 50％上回らいようにとさだ

めた。法制的には以後停止されているが 50％を超えない事が暗黙の了解として承継されているようである。 

図１－２－１に示すように最近潜在的な国民負担率は 43.5％で、国民負担率は 40％前後である。これが妥当

であるかどうかはいちがいには云えない。高負担高福祉（スウェ－デン型）から少負担少福祉で自己努力・自己

責任（アメリカ型）の範囲でどの程度を国民が選ぶかの問題である。日本は中負担中福祉を指標していると言わ

れている。それは図１－２－２の国民負担率の国際比較から窺える。課題は国民負担率に占める租税負担率の割

合である。我が国の税負担率は 25％ぐらい、これはアメリカの税負担率と同じ程度でヨ－ロッパ諸国よりかな

り低い（ヨ－ロッパ諸国は社会保障負担率も高い）(図１－２－２，１－２－３)。 

我が国での国民が受けているサ－ビス水準はヨ－ロッパと比較してそれほど見劣りはしないと思われるが国

民負担率は少なすぎるように思われる。それを補っているのは公債発行、借金である。借金なしで今のサ－ビス
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図２－２ 主要税目（一般会計分）税収の年度推移 （単位：兆円） 
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図２－3 主要税目（一般会計分）税収の年度推移割合 （単位：％） 
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与所得者以外の配偶者は収入に関係なく支払っている）を自ら支払わなければならなくなる。新しい配偶者の働

き方の壁である。 

 「配偶者控除」に対する批判をまとめると 9）第 1 は共稼ぎ夫婦・自営業者の妻との税制上の公平の問題がある。

第 2 は課税最低限以下の低所得者層には控除の恩恵は受けられない。第 3 はこの制度により特に女性のライフス

タイルを左右していること。 

 課税の「公平」「中立」を維持するためにこれらの控除制度は「所得税空洞化」の今課題の一つである。 

 また年齢による優遇税制が行われている。嘗てのように老人は弱者とは限らない時代である。70 歳以上老人

対象配偶者控除、70 歳以上老人扶養控除は通常 38 万円控除から 10 万円多い 48 万円である。今後高齢化社会に

なることが現実化されている今ただ年齢で優遇されていることは「公平」ということからみると課題ではないだ

ろうか。税制は公平であるべきで生活困窮者にはセ－フィテイネットを充実して救済すべきではないだろうか。 

 住宅ロ－ン減税も所得控除見直しの対象として是非が問われている。住宅ロ－ン控除とは簡単に言うと「住宅

ロ－ンを利用して住まいを購入した方が対象で支払い税金（所得税と住民税）から一定の割合分を差し引く制度

である。」現在は最高額で年額 50 万円で 10 年間 500 万円まで控除可能な制度である。 

 1986 年に創設され３年間で 60 万円控除から始まり年々控除額と控除年度年数が拡大され現在に至っている。

個人の住宅所得促進と関連業界への応援により景気対策に寄与するのが目的であろう。制度当初においてはそれ

なりに目的に沿っていた。 

 総務省の住宅・土地統計調査（2,008 年調査）によると全国平均で空き家率 13.1％（2003 年 12.2％）、3 大都

市圏では 12.1％にも達している。今後人口減少の状況の中で政府が個人の住宅取得を推進する政策は意義が減少

しているのではないか、また、景気対策としての効果も限定的ではないかとの批判が高い。 

 この控除による税額の減収は 2000 年度 5,590 億円 10）、2007 年度 8,150 億円、2008 年度 8,240 億円、2009

年度 8,560 億円 11）にも上り租税特別措置による所得税・法人税の減収額のなかでもっとも最高額である。この

ままでいいのであろうかとの疑問がある。 

 この制度の一番の課題は不公平な制度ではないだろうか。年額 50 万円の税額控除があるので年収 1,000 万円

近い人でもこの制度を利用すれば数年間は税額の支払いを免れるという事になる（図３－１－３）。低所得者で

も納税している人と比べると余りにも不公平が著しい制度である。 

 住宅ロ－ン控除見直しの必要性が大であるが見直しの議論は残念ながら少ないのが現状である。 

 その他所得税の不公平での課題は公的年金の控除が現役所得と比べて寛大過ぎないか、株式譲度益課税（10％）、

利子所得（20％）の分離課税等高所得者なほど有利になる現税制の高所得者優遇は「公平」に著しく反している

との批判も高い。 

 所得税での課題をまとめると「控除が複雑」「公平性に欠ける」「中立性にも疑問」等である。政治的・経済政

策的な考慮は否定する者ではないが「簡素化」「公平」「中立」の原則から再検討することに目をつぶるべきでな

い。具体的には「課税最低限の引き下げ」「不公平性が強い控除の修正」「緩められた累進税率の見直し」など幅

広い層の税負担により国民が広く薄く負担する所得税が望ましいと思う。 

 

３－２）法人税  

 
我が国の所得税は 1887 年(明治 20 年) に創設された。創設の際法人に課税するか否か議論がなされ、この時

点では課税されなかった。1899 年（明治 32 年）に課税を行うようになった。このように法人に課税すべきであ

るかどうかの理論的論議は創設から現在にいたるまで議論されている。諸外国においても例外ではない。12） 

ここでは法人税の理論的論議は棚上げし実体的な現在の法人税の実情と今の課題を追う事にする。 

国境がない世界的に企業経済活動の自由化が進行して国際的に企業活動の競争の激化の今、法人税は企業経済

活動に大きく影響を及ぼす状況である。経済界・政界の一部から日本の法人税課税率は国際的に高い、従って企
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 法人税率を下げるべきであるとの経済界・政界・経済産業省の主張は、日本企業の国際的競争力が劣っていて

海外で稼げなくなっている。国内では 10 年以上の持続的物価が下落するデフレで企業収益は低迷し所得や雇用

の減少、企業の新たな投資も低迷している。高い法人税率をきらい企業の拠点を海外に求めている企業もある。

これでは勿論法人税収も上がらない。 

 企業の競争力回復・海外からの日本への投資の促進・海外流失を防ぐことにより日本経済の景気回復ために速

やかに法人税率を下げなければならないとする。需要の刺激と同時に供給の刺激も必要であるとしている。 

 図３－２－３は日韓企業の課税負担率である。日本企業は韓国企業の２倍の率で税金を支払っている。シャ－

プとサムソン電子の税負担を金額で比較すると、サムソン電子はシャ－プより 1,600 億円もの税負担がなく、こ

れらの資金を設備投資や研究開発につぎ込むことが可能なのである。サムソン電子の躍進は韓国の低法人率が寄

与しているとの主張もうなずける。しかし欧米企業も日本よりは低率であるが韓国企業のように国際的に飛躍的

に成長しているとの話は聞こえてこない。税率の引き下げだけで国際競争力が向上するとは理解しがたい。 

 法人税下げに慎重な財務省に対して経済産業省・経済界・一部政界からは 5％の税率下げにより年間 1 兆円法

人税収入は減じるが、３年間で２兆円の税収入がある。賃金や雇用の増加も期待できると主張している。 

 法人税の税率の引き下げに反対するものでないが、減収分をどこかでカバ－していく必要もある。企業が地球

的規模で活動し、また投資をした国々への経済的寄与の要請が強くなっている今国内の雇用や賃金が簡単に増加

するのも楽観はできないのではないか。税率下げの際には租税特別措置・準備金の取り扱い・引当金・減価償却・

法人の経費等など課税所得の範囲も再検討していく必要があると考える。 

 

３－３）消費税 

 
 消費税は図２－２、図２－３に示す如く年間税収 10 兆円前後で税収割合も 20％台前半を占めている、2010

年度見積もりでは 25％を超えている。法人税の急激な落ち込み、所得税の停滞などに比べて安定している税収

である。但し、消費税は消費税率にもよるが本質的に逆進性の税金である。我が国は今一律 5％の税率であるの

で所得の高低で、低所得者の税負担は高所得者の負担より所得に対して割高である。特徴として広く薄く税を負

担するものであるがこの辺が消費税の難点である。 

 最近の税収入の減少により国債の増発により国家歳出、特に少子化高齢化・医療費などの社会保障費を賄って

いる。過去拾数年の国債発行の結果、日本財政は世界的にも異常なまでの借金漬けとなってしまっている。所得

税の空洞化、法人税の急減少や法人税率下げの圧力などのなか、財政健全化のために諸外国より税率の低い消費

税率を引き上げることが最近のギリシャ財政破綻への不安などで我が国の財政健全化のための税収増加を図る

には消費税引き上げが特に昨今論じられている。 

 7 月の参議院議員選挙では野党自民党は 2～3 年後には消費税率を当面 5％上げて 10％程度（10 兆円程度の増

収）にしたいとの「マニフェスト」を公表している。与党民主党も消費税の引き上げを検討しているとし、管首

相は自民党の 10％は引上げ率として参考にすると述べた。民主党内ではこの発言に賛否両論ある。他の野党は

消費税率上げには反対の模様である。 
 2010 年 6 月 14 日付けの読売新聞社の参院選第 1 回継続全国調査（6/12~13 日調査）によると、消費税率引き

上げが必要であると思う人 66％で「そうは思わない」29％を大きく上回っている。政党別でも民主・自民とも

に支持層の 70％が容認している。年齢別では 50 歳代が 70％、最低の 20 歳代でも 56％であった。男性では 73％、

女性 60％が「必要だ」と答えている。若い層の人たちは将来国債返済を背負わされているにも関わらず、消費

税率引き上げに比較的消極的なのは理解に苦しむ。  

 これらから推定すると、国民の多くは総論として消費税引き上げを容認していると思われる。しかし、この不

況の状況で税率引き上げはより景気の下降を導くものであるとの反対意見も根強いものがある。菅首相は「消費

税率引上げても増収分の使い方、雇用の増進等のために使用すれば景気が下がらない」と主張している。増税分



をすべて社会保障関連費に使うとは明言していない。今までの衆院・参院選挙では「引き上げ」を主張した政党

は惨敗している。消費税は選挙にはタブ－とされてきた。今回の参議院選挙結果もタブ－は生きていた。 

 2010 年 6 月 19 日付けの読売新聞社の参議院議員選挙予定立候補者 392 人へのアンケ－ト調査（調査 5 月 28

～6 月 15 日、回答率 90％）によると自民党候補者の 89％は「必要である」と、与党民主党候補者の 58％しか

消費税引き上げを容認してない。菅首相の思いは政府・党内ではまだまだ合意されていない状況を物語っている。 

 

 消費税の歴史を簡単に振り返ってみる。15） 

●1954 年フランスで初めて導入 

●1971 年ベルギ－で導入 

●1973 年イギリスで導入 

 日本の歴史 

●1978 年大平内閣時に消費税導入案が浮上。総選挙で敗退して撤回 

●1986 年中曽根内閣時に、売上税法構想、だが翌年廃案 

●1988 年竹下内閣時に消費税法成立 

●1989 年 4 月 1日消費税施行、税率 3％、参院選で自民党惨敗 

●1994 年細川内閣で消費税法を廃止し、税率 7％の国民福祉税構想発表が世論の反発により即日撤回 

●1997 年消費税率 5％に引き上げ 

●2003 年消費税課税業者の免税点が売上 3,000 万円から 1,000 万円に 

●2004 年価格表示の「税込表示」を義務付け 

●2009 年鳩山内閣 4年間消費税率引き上げ否定 

●2010 年管首相消費税率引き上げを表明、税率は 10％程度 

 

 1989 年導入以来 2009 年までの累計税収は 213 兆円、同時期の法人税（国税法人税、法人住民税、法人事業税）

の累計 182 兆円の減少である。差引 31 兆円の増収となっている。 

 税率には国民の内に疑義はあるが我が国においても消費税そのものは国民に浸透し、税収としては安定した財

源で基幹税として定着していると考えられる。しかし、新たに税率引き上げに対する国民の意識は複雑で引上げ

を容認の方向ではあるが、納税者が税率の引上げに納得しているとは言えないのが現状であろう。 

 表３－３－1 は消費税創設時と現在の状況である。免税点・簡易課税制度・書類の保存義務などインボイス方

式ではないが、ヨ－ロッパ諸国の水準に達していると言われている。 

 

表３－３－１ 創設時と現在 

創　設　時 現　在
税率 3% 5%
免税点 5000万円 1000万円
簡易課税制度 上限5億円 5000万円

みなし仕入れ率 90％、80％ 90,80,70,60,50％
書類保存 請求書か帳簿1書類 両方の書類  

出所：山田作成 

課題である益税問題を考えてみよう。 

簡易課税制度による益税の発生例の計算（小売業みなし仕入れ率 80％の場合） 

課税売上 5,000 万円、課税収入 1,650 万円の場合（仕入れ率 33％） 

☐通常納税の場合 

5,000 万円×0.05－1,650 万円×0.05＝250 万円－82.5 万円＝167.5 万円の納税額 



☐簡易課税の場合 

 5,000 万円×0.05－250 万円×0.8＝250 万円－200 万円＝50 万円の納税額 

 益税 167.5 万円－50 万円＝117.5 万円となる。 

 計算例では単純なものであるが、必ずしも簡易課税計算が有利とは限らない。ただ課税収入を計算確定するに

は複雑で時間がかかるといわれている。その為に零細業者の労力を考慮に入れた制度である。 

 現在免税点は 1,000 万円、簡易課税制度 5,000 万円、帳簿保存も請求書・帳簿共に義務付けられている。創設

当時と比較すると「消費税の益税」問題はかなり解消されているとされている。 

 現在の非課税項目は土地の譲渡・賃貸・住宅の賃貸・金融保険・医療・教育・福祉等である（表３－３－２）。

保険医療にかかる患者負担金は非課税である。医療機関の薬剤・診療材料購入には課税されている。医療機関が

支払った消費税は完全に還付されないようで医療機関の負担となっている。「消費税の損税」問題である。 

 輸出には最終消費者がいないため還付制度がある。 

 我が国の消費税は率が一律で帳簿方式である。納税者・国ともに税務処理が簡単で経費がかからない事である

が益税の問題、納税額が不透明などの欠点がある。一方諸外国の多くはインボイス（税額表示書）方式である。

支払い税額が明確である、複数税率に対応が出来る事である。税務処理は帳簿方式に比べると、納税者・国とも

に複雑で経費も高い事である。 

 図３－３－1 は諸外国の消費税（付加価値税）の税率の概要である。2008 年現在で国際的には 10％以上～20％

未満の税率が大多数である。10％～20％以内と言っても支払う納税者、税収も幅が広い。5％の国は日本・カナ

ダ・台湾・ナイジェリア・パナパ、7％の国はシンガポ－ル・タイである。我が国の消費税率は低い。消費税の

引き上げに余裕があると言われる所以である。イギリスは現在 17.5％であるが財政健全化の一環として 2011 年

１月 4 日から 20％に引上げが決定されている。税率の高い国はスウェ－デン 25％、ベルギ－21％、イタリア 20％

である。 

 税率の高い国では消費税の高所得者の有利性、低所得者の負担割合の高い「逆進性」を緩和するために食料品・

家屋の賃貸・医療費・文化的な費用・利息など非課税・ゼロ課税率・低税率などの措置を採用している(表３－３

－２）。 

 しかし買い物するたびに高率な税金を支払うのは大変なことであり、抵抗感があると思われる。納税者が高い

消費税（付加価値税）率を容認するには所得税・資産税・法人税・相続税などの「公平」が維持されていなけれ

ばならないし、税金の使い方に納税者が妥当であると容認されていなければならないと考える。諸外国の状況を

把握していない筆者であるので断定はできないが高税率が課せられている国の納税者は高税率を容認している

状況であろうと思われる。 
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 増税は財政再建には必要不可欠である、その上ほころびかけている社会保障を立て直し国民の安心、経済成長

につなげていく道であると思う。増税は消費税だけではないが一番期待されているのが消費税である。消費税税

率の引き上げの課題はどこまで税率を引き上げていくか、本質的に逆進性の消費税をどの程度、どのような方式

で緩和していくかである。 

 勿論消費税の増税だけで財政赤字を是正できないが、経済成長率がいかほどに推移していくかに左右される、 

又、今後の福祉の内容（国民への社会的サ－ビス）をどの程度にするかにも影響される。現在の福祉維持でも 20％

～25％と大幅な増税が必要であるとの試算もある。 

当面は 10％をめどに議論され始められた。その先など、議論される状況ではない。最低でも 5％（約 10～12

兆円の増税）の引き上げで 10％程度の税率を確保する事を「よし」とするか「否」かの議論である。 

益税無き公平性には多くの国が「インボイス」方式を採用している。この欠点は煩雑であることと、消費税免

税業者は多くの取引から除外される事である。「インボイス」がなければ税額控除ができないので「インボイス」

発行業者以外とは取引が行われない可能性が高い。また、取引の内容が全て税務当局に把握されることを嫌う層

からの抵抗もある。 

逆進性の緩和には①複数税率②給付付き税額控除③低所得者への社会的サ－ビスを厚くするなどの方式が考

えられる。 

① 複数税率はおおくの国で行われている。食料品・日用品等生活必需品に低税率・ゼロ税率・非課税措置を採

用している（表３－３－２）。品目別に仕分けすることに難点があるが逆進性緩和の世界的傾向措置である。

「インボイス」方式が必然である。 

② 給付付き税額控除は所得税納税者の一定以下の納税者に何らかの基準で税額控除をする。所得税非納税者に

は現金等を給付する方式である（カナダで採用）。「インボイス」方式でなく「帳簿方式」でよいが、完全に

所得が把握されていない現在「公平性」に課題が残る。この弊害を無くすには「納税者番号」制で各個人の

所得が完全に把握されることが必要である。「納税者番号」制度は政府で幾度となく検討されてきているが導

入には反発が強い難点がある。③の低所得者への社会的サ－ビスも同様な課題がある。 

③ 低所得者への社会的サ－ビスを厚くする制度は簡単に設計可能であろうが個人の所得把握が 100％でない難

点がある。 

京都大学橘木俊詔教授は「逆進性」緩和のために 16）「累進消費税」なるものを主張している。課税期間内の 

個々人の消費総額を把握して多額の消費をした者には高率の消費税を、少額の消費には低率の消費税を課すもの

である。論理的には理解出来るが「消費額の総額」をいかに把握するか技術的に困難である。この制度を考慮す

るには今の技術では不可能である。 

 我が国の異常な財政状況を少しでも改善するには、社会保障の安定にも経済成長を促すことによる税の自然増

収も当然ではあるが、現在の状況では増税も必要であると考える。所得税・相続税などの整理も必要であるが、

消費税税率の引上げは国際的にみて増税余力が一番高いのである。今、納税者の増税に対して「拒否」反応が強

い我が国で税金について、税の使い方など国民的な論議が幅広く深く行われる事を期待するものである。 

 消費税の税率引き上げに際して「逆進性」緩和には「インボイス」方式を採用して複数税率が現実的ではない

かと思う。「納税者番号」制は所得把握のため政府は目論んでいるようであるが、制度実施には議論が熟してな

いし相当の時間が必要と思われる。この制度と消費税税率を結び付ける必然性は薄いのではないか。しかし国民

所得の公開・公平さを徹するためには遅滞なく論議すべきであると思う。 

 消費税の使い方は社会保障への目的税として強く主張されているが、雇用の増加・経済成長などにも使える方

が望ましいと考える者である。 
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廃止し現状の制度を維持しながら一律 1～2％の課税も考慮に値するとの提言もある。広く薄く課税の原則にも

かなう提言である。 

 相続は税制度の問題であるが、遺産の親からの子供への移転による経済格差の拡大すなわち人生での有利さに

よる格差の課題であると筆者は考える。身近な例として土地家屋を相続したものと、自ら取得したものとの差を

思えば明らかに親から相続したものの有利さは明らかである。 

 社会保障制度も課題は山積しているが少なくとも社会全体で個人の最低生活の保障を謀っている。これらの制

度には税金が投入されている。従って親から子への財産移転は何らかの制限があってもしかるべきだと考える。 

 親から子への遺産の移転は古来人情として当然だとの認識は強い。多くの人が何らかの形で相続を受けている。

親が子にかける高等教育・運動芸術教育への投資はどうなのかなど課題は多く困難なのでもある。このように今

までの親子の絆に対する抵抗感は捨てきれない。 

 しかし今、相続税の今後の在り方に対して「公平性」の側面と「社会保障」との関連から議論する時期にきて

いるのではないだろうか。 

 

 

おわりに 
 

 2010 年度予算歳入は税収より借金の方が多い来年度予算も借金なくしては国民へのサ－ビスを維持出来ない。

このような財政状況はどう考えても異常である。「無駄使い」を無くすとしても膨大な国の負債を賄う事の可能

性は非常に低い。来年度の国債発行は借り換えも含めて 162 兆円、個人金融資産 1,400 兆円から負債を差し引い

て 1,065 兆円である。その内株式などを除くと 900 兆円、個人の保有する国債残高は 670 兆円から考えると余

裕は 230 兆円と言われている。17)国債を 40 兆円ずつ年発行すれば、単純計算 5 年余りで個人金融資産は底をつ

く計算になる。国債の消化が困難になると当然利息は値上がりする。財政の国債費は利息分上積され益々財政状

況は悪化する可能性は高い。インフレイションになれば国の返済は楽になるが国債保有国民の経済的損失は謀り

知れない。また、社会保障制度の現サ－ビスを維持することは困難になることの可能性を否定することは出来な

い。 

 今は借金を減らすために税収の増加への舵を切らなければならない時ではないだろうか。我が国の社会保障制

度は方向性が定かでない。「高負担高福祉」か「低福祉低負担」なのか国民的な合意はあやふやである。社会保

障制度の程度をどの程度にするかの国民的な議論がなされず、国民の要求を場当たり的に制度化したきらいは否

定できないのだろうか。ただ今は「比較的高福祉低負担」と言える。国民の負担はかなり低率で、低負担とは現

在が低負担であり負担は将来に借金として先延ばししているのである。「低負担高福祉」のようなうまい話はあ

り得ない。現状の福祉維持のためには我々納税者は将来の「安心」を得るために「増税」への覚悟をすることが

求められているのではないだろうか。 

 菅首相は「強い経済、強い財政、強い社会保障を、一体的に実現します」と主張している。これはもともとス

ウェ－デン政府が掲げた理念である。「強い租税組織」がなければ「強い経済」「強い社会保障」はないという理

念である。景気が良くない我が国ではあるが、「強い租税組織」への道を開かなければ国民の将来の「安心」を

得る事が出来ないと我々納税者に覚悟する必要を要請していると思う。参議院議員選挙に敗北し菅内閣は財政健

全化へのシフトを弱めるのではないかと思われる。改選第一党の自民党は消費税率値上げなど税制改革を主張し

ているのであるから、党利党略でなく真剣に両党は国の財政状況・社会保障制度を議論して国民に政策を提示し

てくれることを期待したい。 

 躍進した「みんなの党」など経済成長率を上げること（年 4％）、無駄使いの排除により現国の財政状況を打開

出来ることの可能性を主張しているが、この過去 10 年間経済成長率マイナス平均 0.5％を顧慮すると現実的とは

思えない。 



 2010 年 7 月 13 日付けの朝日新聞の「朝日東大共同調査」18）（今回の参議院当選者・非改選議員へのアンケ－

ト）によると消費税率引き上げへの賛否は異なるが「財政赤字は危険的水準にあるので、国債発行は抑制すべき

だ」との質問に「抑制すべき」との回答は民主党 72％、自民党 84％、公明 71％、みんな 100％、共産 60％、

社民 75％である。党に関係なくほとんどの議員が財政破綻への危険意識は共有されているとみてよい。 

 具体的には所得税については「控除制度」の不公平を見直し課税最低所得の引き上げである。例えば配偶者控

除を廃止すれば 6,000 億円の増税となると言われている。住宅ロ－ン控除額は 8,500 億円にも達している。累進

課税の強化は所得税の増税への不満を和らげる効果はあるかも知れないが所定の所得税の増額は期待できない。

最高税率 10％上げても 3,500 億円の増税と言われている。最高税率の値上げも必要かもしれない。また、各種

の分離課税を総合課税への方向にすることも所得再配分に寄与すると思われる。 

 法人税については税率の引き下げに伴い「特別措置法」などを見直し「課税範囲」を広げることが「公平」の

観点から望ましい。税率の引き下げが国際競争力を強くするとの実証的な根拠は曖昧ではないだろうか。国際競

争力の強さは税制より各企業の経営方針・戦略の方がおおきいのではないか。また、企業の法定福利の負担率と

税率を合わせた比率で企業の社会への費用負担を国際的に見るべきだとの意見もある。税率引き下げ時点には考

慮する一つの要素だと思う。 

 相続税については「社会保障」と関連して順次強化することが所得再配分効果を高めることになる。家族の絆・

人情など抵抗は強い。子育てへの社会的支援・老後支援の社会化などが強化されていくことを考慮すれば相続税

強化への見直しが必要である。 

 税収が一番期待される消費税は即急に引き上げが必要である。それを考えると「複数税率」制の採用により「逆

進性」を緩和して、順次税率を 10％以上に引き上げる事が必要だと思う。低税率をどの品目にするか各業界か

らの陳情など騒動は大きいことが予想される。また、品目選びには矛盾もあるであろう。 

 「国民共通番号制」は個人の所得（金融所得等も）や資産を今より正しく把握して、公平に所得水準に応じた

社会保障サ－ビスが可能で、必要としている人にサ－ビスを手厚くすることが出来る。「共通番号制」が完備し

なければ「給付つき税額控除」式で消費税の「逆進性」の緩和は出来ない。「複数税率」より「公平」であるか

も知れない。しかし、「共通番号制」の実施には時間と莫大な経費が必要とされている。 

 難点の一番は国民が「番号」を付けられて個人のプライベ－トな情報が国により一括管理されることへの拒否

反応は強い。住民基本台帳ネットワ－ク上の住民コ－ドも全国的に 100％網羅されてはいない。これから国民の

中で充分な議論がなされ「国民的合意」を形成するにはかなりの年数を必要とする。 

 その間我が国の現財政状況からみてこのような「国民的合意」を待つ余裕があるかは疑問である。 

  以上は納税者として負担が増加することになり愉快なことではない。しかし手厚い「社会保障」を望むなら、

それに見合う負担は「覚悟」しなければならない。同時に納税者は「税金の使い方」に今以上の関心を持ち監視

する必要があると考える。 

 政府、政府与党の中でも増税に対して特に消費税の増税には異論があるが、政府はじめ我が国をリードしてい

る政党政治家は党利党略でなく国民に「耳あたりのよいことばかり」でなく我が国の財政状況をより広くより深

く公開し説明し将来のために「国民にとって苦痛である」かもしれないが、真に「国民が安心な生活」が出来る

政策を国民に提示し議論を煮詰めるよう期待するものである。 
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